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製
品
の
デ
ー
タ
改
ざ
ん
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
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る
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衆
議
院
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員
逢
坂
誠
二
君
提
出
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戸
製
鋼
所
の
製
品
の
デ
ー
タ
改
ざ
ん
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
検
査
結
果
が
不
適
切
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
株
式
会
社
神
戸
製
鋼
所
に

よ
る
御
指
摘
の
「
デ
ー
タ
改
ざ
ん
」
が
行
わ
れ
た
製
品
（
以
下
「
本
件
製
品
」
と
い
う
。
）
が
我
が
国
の
発
電
用
原
子
炉
施

設
や
再
処
理
施
設
等
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
同
社
等
か
ら
聴
取
等
を
行
っ
て
き
て
い
る
が
、
平

成
二
十
九
年
十
一
月
六
日
時
点
で
、
本
件
製
品
が
使
用
さ
れ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
は
確
認
し
て
い
な
い
。


